
第１号議案 

一宮市社会教育委員の解嘱及び委嘱について 

一宮市社会教育委員の解嘱及び委嘱について、別紙案を添えて教育委員会の審議

に付します。 

平成２８年１月２７日 

一宮市教育委員会 

教育長 中 野 和 雄 

提案理由 

選出団体役員改選のため、社会教育法第１５条の規定により、本案を提出します。



１．一宮市社会教育委員 解嘱該当者 

（解嘱日 平成２８年１月３１日） 

氏  名 備  考 

石川
いしかわ

 昌
まさ

臣
おみ

社会教育関係者 

一宮青年会議所副理事長退任のため 

２．一宮市社会教育委員 委嘱候補者 

氏  名 備  考 
新任 

再任 

青山
あおやま

 広
ひろ

己
み

社会教育関係者 

一宮青年会議所副理事長就任のため 
新 

３．委嘱期間 

平成 28 年２月１日から平成 28 年３月 31 日まで 

※ 一宮市社会教育委員の定数等に関する条例第４条の規定に基づく前任

者の残任期間 




















